
四日市市地場産業振興センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 令和８年３月１３日 

四日市市長  森  智 広   

四日市市規則第４号 

四日市市地場産業振興センター条例施行規則の一部を改正する規則 

四日市市地場産業振興センター条例施行規則（令和３年四日市市規則第６５号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（開館時間） （開館時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

 ２ 前項の規定にかかわらず、地場産品展

示販売場の開館時間は、午前１０時から

午後７時までとする。 

２ 前項の開館時間は、市長が特に必要が

あると認めたときは、これを変更するこ

とができる。 

３ 前２項の開館時間は、市長が特に必要

があると認めたときは、これを変更する

ことができる。 

  

（使用許可の申請） （使用許可の申請） 

第５条 申請者は、使用許可申請書（第１

号様式。以下「申請書」という。）によ

り市長に申請しなければならない。 

第５条 申請者は、四日市市公共施設使用

許可申請書（第１号様式。以下「申請書」

という。）により市長に申請しなければ

ならない。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

  

 （四日市市公共施設案内・予約システム

の利用者登録申請） 

第７条 申請者で四日市市公共施設案

内・予約システム（以下「システム」と

いう。）を利用しようとするものは、シ



ステム利用者登録申請書（第２号様式）

により市長に申請し、システム利用者登

録済証（第３号様式。以下「登録済証」

という。）の交付を受けなければならな

い。ただし、既に登録済証の交付を受け

ているものは、この限りでない。 

２ 前項の登録の有効期間は、登録の日か

ら３年間とする。 

３ 登録を受けた者（以下「登録者」とい

う。）は、登録事項に変更が生じたとき

及び廃止しようとするときは、システム

利用者登録申請書により、市長に登録の

変更及び抹消を届け出なければならな

い。 

４ 登録者が次の各号のいずれかに該当

するときは、市長は、登録を抹消するも

のとする。 

(1) 登録の廃止の届出をしたとき。 

(2) 団体が解散したとき。 

(3) 登録事項の変更の届出を怠ったと

き。 

(4) 前３号のほか、市長が登録者として

不適当と認めたとき。 

５ 市長は、システムに障害が発生したと

き又は点検の必要があるときは、システ

ムを一時停止することができる。 

  

（仮予約の申請） （仮予約の申請） 

第７条 市長は、四日市市公共施設案内・

予約システムを利用して仮予約の申請

を受け付けることができるものとする。 

第８条 市長は、システムを利用して仮予

約の申請を受け付けることができるも

のとする。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 



  

（許可書の交付） （許可書の交付） 

第８条 市長は、第５条第１項の申請につ

いて適当と認めたときは、使用許可を決

定し、使用許可書（第２号様式。以下「許

可書」という。）を申請者に交付するも

のとする。 

第９条 市長は、第５条第１項の申請につ

いて適当と認めたときは、使用許可を決

定し、四日市市公共施設使用許可書（第

４号様式。以下「許可書」という。）を

申請者に交付するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（使用許可の変更又は取消し） （使用許可の変更又は取消し） 

第９条 使用者は、許可書に記載された事

項を変更しようとするときは変更申請

書（第３号様式）に許可証を、施設の使

用を取り消そうとするときは取消申請

書（第４号様式）に許可証を添えて市長

に申請しなければならない。この場合に

おいて、使用日、使用時間区分又は使用

施設を変更しようとするときは、使用日

の７日前（当該日が開館日でない場合

は、その直前の開館日）までに申請しな

ければならない。 

第１０条 使用者は、許可書に記載された

事項を変更し、又は施設の使用を取り消

そうとするときは、四日市市公共施設使

用変更（取消）申請書（第５号様式）に

許可書を添えて市長に申請しなければ

ならない。この場合において、使用日、

使用時間区分又は使用施設を変更しよ

うとするときは、使用日の７日前（当該

日が開館日でない場合は、その直前の開

館日）までに申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により使用の変更

を許可したときは変更承認書（第５号様

式）を、取消しを許可したときは取消承

認書（第６号様式）を申請者に交付する

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定により使用の変更

又は取消しを許可したときは、四日市市

公共施設使用変更（取消）許可書（第６

号様式。以下「変更（取消）許可書」と

いう。）を申請者に交付するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（附属設備の使用料） （附属設備の使用料） 

第１０条 （略） 第１１条 （略） 

  

（使用料の納付） （使用料の納付） 



第１１条 （略） 第１２条 （略） 

２ 使用者は、第９条第２項の規定により

センターの使用の変更を許可された場

合において、既納の使用料の額が変更後

の使用料の額に対し不足するときは、直

ちに当該不足に係る使用料を納付しな

ければならない。 

２ 使用者は、第１０条第２項の規定によ

りセンターの使用の変更を許可された

場合において、既納の使用料の額が変更

後の使用料の額に対し不足するときは、

直ちに当該不足に係る使用料を納付し

なければならない。 

３ （略） ３ （略） 

  

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１２条 （略） 第１３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 条例第８条の規定により、使用料の減

免を受けようとする者は、減免申請書

（第７号様式）により市長に申請しなけ

ればならない。 

３ 条例第８条の規定により、使用料の減

免を受けようとする者は、四日市市公共

施設使用料減免申請書（第７号様式）に

より市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前項による申請を受理し、減

免を決定したときは、減免許可書（第８

号様式）を申請者に交付するものとす

る。 

４ 市長は、前項による申請を受理し、減

免を決定したときは、四日市市公共施設

使用料減免決定通知書（第８号様式）を

申請者に交付するものとする。 

  

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第１３条 （略） 第１４条 （略） 

２ 使用者が第９条第２項の規定により、

使用の変更を許可された場合において、

既納の使用料に過納金が生じたときは、

これを還付するものとする。 

２ 使用者が第１０条第２項の規定によ

り、使用の変更を許可された場合におい

て、既納の使用料に過納金が生じたとき

は、これを還付するものとする。 

３ 前２項の規定により使用料の還付を

受けようとする者は、還付申請書（第９

号様式）に第１項第１号の場合にあって

は許可書と使用料領収書を、同項第２号

及び第３号の場合にあっては取消承認

３ 前２項の規定により使用料の還付を

受けようとする者は、四日市市公共施設

使用料還付請求書（第９号様式）に第１

項第１号の場合にあっては、許可書と使

用料領収書、同項第２号及び第３号並び



書と使用料領収書を、前項の場合にあっ

ては変更承認書と使用料領収書を添え

て市長に請求しなければならない。 

に前項の場合にあっては、変更（取消）

許可書と使用料領収書を添えて市長に

請求しなければならない。 

  

（使用者等の遵守事項） （使用者等の遵守事項） 

第１４条 （略） 第１５条 （略） 

  

（職務上の立入り） （職務上の立入り） 

第１５条 （略） 第１６条 （略） 

  

（施設等の損傷の届出） （施設等の損傷の届出） 

第１６条 （略） 第１７条 （略） 

  

（使用後の届出及び点検） （使用後の届出及び点検） 

第１７条 （略） 第１８条 （略） 

  

（補則） （補則） 

第１８条 （略） 第１９条 （略） 

 

改正後 

別表（第１０条関係） 

（略） 

備考 （略） 

 

改正前 

別表（第１１条関係） 

（略） 

備考 （略） 

 第１号様式から第９号様式までを次のように改める。 

 



(1/1)
第１号様式（第５条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎使用一覧

計

備考

室場（備品）
利用時間

利用日 使用料

使用許可申請書
受付番号

申 込 日

請求額
延長

請求合計額

収納済額

支払方法

1

減免 割増

利 用 者 番 号

利 用 者 名

代表者電話番号

代 表 者 名

代 表 者 住 所

連 絡 先 名

利 用 人 数

利 用 施 設

利 用 目 的

連 絡 先 住 所

連絡先電話番号

3

2

5

4

7

6

四 日 市 市 長

10

9

8



(1/1)
第２号様式（第８条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎使用一覧

10

9

8

7

6

5

4

3

2

承 認 日

利 用 人 数

住 所

電 話 番 号

利 用 施 設

利 用 目 的

利 用 者 番 号

利 用 者 名

四日市市長（公印省略）

使用許可書
受付番号

申 込 日

請求額
延長

請求合計額

収納済額

支払方法

1

減免 割増
室場（備品）

利用時間

利用日 使用料

計

備考



(1/1)
第３号様式（第９条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎使用一覧

計

備考

減免 割増
室場（備品）

利用時間

利用日 使用料

変　　更　　申　　請　　書
受付番号

申 込 日

請求額
延長

請求合計額

収納済額

支払方法

1

利 用 人 数

利 用 施 設

利 用 目 的

利 用 者 番 号

利 用 者 名

3

2

5

4

7

6

四 日 市 市 長

10

9

8



(1/1)
第４号様式（第９条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎取消一覧

10

9

8

7

6

4

利用日

計

備考

3

2

5

利用時間

利 用 者 名

取消料

取　　消　　申　　請　　書
受付番号

申 込 日

利 用 者 番 号

利 用 人 数

住 所

請求額

四 日 市 市 長

支払方法

収納済額

電 話 番 号

利 用 施 設

利 用 目 的

請求合計額

収納済額

1

室場（備品）



(1/1)
第５号様式（第９条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎使用一覧

計

備考

室場（備品）
利用時間

利用日 使用料

変　　更　　承　　認　　書
受付番号

申 込 日

請求額
延長

請求合計額

収納済額

支払方法

1

減免 割増

承 認 日

利 用 人 数

住 所

電 話 番 号

利 用 施 設

利 用 目 的

利 用 者 番 号

利 用 者 名

四日市市長（公印省略）

3

2

5

4

7

6

9

8

10



(1/1)
第６号様式（第９条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎使用一覧

10

9

8

7

6

5

利 用 人 数

住 所

電 話 番 号

利 用 施 設

利 用 目 的

利 用 者 名

請求額

請求合計額

収納済額

支払方法

取消料 収納済額

2

取　　消　　承　　認　　書
受付番号

申 込 日

1

室場（備品）

承 認 日

利 用 者 番 号

四日市市長（公印省略）

計

備考

利用時間

利用日

3

4



(1/1)
第７号様式（第１２条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎減免情報

◎使用一覧

10

9

8

7

6

5

4

3

計

備考
請求合計額

収納済額

支払方法

利 用 者 番 号

減　　免　　申　　請　　書
受付番号

申 込 日

利用時間

利用日

減 免 理 由

1

減免 割増
室場（備品）

四 日 市 市 長

利 用 者 名

利 用 人 数

2

利 用 施 設

利 用 目 的

使用料
請求額

延長



(1/1)
第８号様式（第１２条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎減免情報

◎使用一覧

利 用 施 設

利 用 者 名

減 免 理 由

承 認 日

利 用 人 数

住 所

利 用 目 的

利 用 者 番 号

減　　免　　許　　可　　書
受付番号

申 込 日

電 話 番 号

請求額
延長

請求合計額

収納済額

支払方法

計

備考

1

減免 割増
室場（備品）

利用時間

利用日 使用料

2

4

3

5

6

7

10

四日市市長（公印省略）

9

8



(1/1)
第９号様式（第１３条関係）

◎申請者情報

◎使用情報

◎還付情報

◎使用一覧

利 用 人 数

住 所

電 話 番 号

利 用 施 設

利 用 目 的

還　　付　　申　　請　　書
受付番号

申 込 日

利 用 者 番 号

利 用 者 名

四 日 市 市 長

還 付 原 因

備考

2

収納済額
利用時間

還付合計額

支払方法

計

1

利用日
室場（備品） 還付額

4

3

6

5

8

7

10

9



附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正は、令和８年 

３月１６日から施行する。 

（商工農水部商業労政課） 


